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大崎幼稚園　TEL＊FAX（099）476-3455

大崎幼稚園子育て支援  〔ひよこクラブ〕

１月  ９日（金）10 時～＊お茶会（大丸保育園）
２月  ３日（火）10 時～＊鬼のお面作り・豆まき
２月 13 日（金）10 時～＊リトミック＊お菓子作り
３月  ３日（火）10 時～＊ひな人形作り・ひなまつり会
３月 13 日（金）10 時～＊大丸保育園で遊ぼう

【ひよこクラブ活動計画】 読み聞かせは、毎回行っています

日時＊平成 27 年１月 30 日（金）10 時から 12 時
場所＊大崎幼稚園園庭及び遊戯室
参加される方は、１月27日（火）までにご連絡ください。

一日体験入園

問

問

問

問

広
告

　

県
で
は
、
県
民
の
皆
さ
ま
に
県
庁
の

仕
事
や
鹿
児
島
の
魅
力
を
知
っ
て
い
た

だ
く
た
め
、
県
庁
見
学
を
実
施
し
て
い

ま
す
。

　

見
学
で
は
、
南
北
6
0
0
㎞
に
わ
た

る
本
県
の
豊
か
な
自
然
や
多
様
な
食
材

な
ど
を
映
像
で
紹
介
す
る
ほ
か
、
県
内

随
一
の
高
さ
を
誇
る
県
庁
舎
展
望
ロ

ビ
ー
か
ら
の
大
パ
ノ
ラ
マ
を
ご
覧
い
た

だ
け
ま
す
。

　

皆
さ
ま
の
お
申
し
込
み
を
お
待
ち
し

て
お
り
ま
す
。

【
対
象
者
】　

　

老
人
会
、
P
T
A
、
サ
ー
ク
ル
な
ど

２
名
以
上
の
団
体

【
実
施
日
・
時
間
】　

　

原原原原
則則時

〜

９９９９
時時

17
時
（
所
要
時
間
約
40
分
）

【
申
込
方
法
】　

　

見
学
日
の
お
お
む
ね
２
週
間
前
ま
で

に
電
話
、
F
A
X
ま
た
は
県
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※ 

詳
し
く
は
、
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。
ま
た
、
県
警
察
庁
舎
お

よ
び
議
会
庁
舎
で
も
見
学
を
受
け
付

け
て
い
ま
す
の
で
、ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

県
庁
総
合
案
内
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０ 県
庁
見
学
申
し
込
み

受
け
付
け
中

お知らせ

e
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
（
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
）
は
、

イ
ン
タ
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
地
方
税
に

関
す
る
手
続
き
を
行
う
シ
ス
テ
ム
で

す
。

　

自
宅
や
会
社
の
パ
ソ
コ
ン
か
ら
簡
単

に
地
方
税
の
申
告
な
ど
が
で
き
、
ま
た

複
数
の
地
方
公
共
団
体
へ
の
申
告
な
ど

も
ま
と
め
て
送
信
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

■
鹿
児
島
県
の
対
象
税
目

・
法
人
県
民
税

・
法
人
事
業
税

・
地
方
法
人
特
別
税

■
ご
利
用
い
た
だ
け
る
手
続
き

・
申
告
手
続
（
予
定
申
告
、
中
間
申
告
、

確
定
申
告
、
修
正
申
告
な
ど
）

・
申
請
・
届
出
の
手
続
き
（
法
人
設
立

（
設
置
）
申
告
書
、
異
動
申
告
書
）

※ 

申
請
・
届
出
の
手
続
き
は
、
平
成
26

年
８
月
25
日
か
ら
ご
利
用
い
た
だ
け

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

■
ご
利
用
に
あ
た
っ
て

・
e
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
の
サ
ー
ビ
ス
は
無
料
で

す
。

　

た
だ
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続

さ
れ
た
パ
ソ
コ
ン
や
電
子
証
明
書
な
ど

を
準
備
す
る
際
に
、
費
用
が
発
生
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

県
庁
税
務
課

　

☎
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9
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e
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
を
使
っ
て
地
方

税
の
手
続
き
を
し
ま
し
ょ
う

お知らせ

　

個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収
と
は
、
事

業
主
（
給
与
支
払
者
）
の
方
が
所
得
税

と
同
様
に
、
納
税
義
務
者
で
あ
る
従
業

員（
給
与
所
得
者
）の
個
人
住
民
税（
市

町
村
民
税
と
県
民
税
）
を
毎
月
の
給
与

か
ら
天
引
き
し
て
、
各
市
町
村
に
納
入

す
る
制
度
で
す
。

原
則
と
し
て
、
所
得
税
の
源
泉
徴
収

義
務
の
あ
る
事
業
主
は
、
全
て
の
従
業

員
に
つ
い
て
個
人
住
民
税
を
特
別
徴
収

し
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な
っ
て
い
ま

す
。県

と
市
町
村
で
は
、
平
成
27
年
度
か

ら
要
件
に
該
当
す
る
全
て
の
事
業
主
の

方
を
個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収
義
務
者

に
指
定
し
、
特
別
徴
収
を
実
施
し
て
い

た
だ
く
こ
と
と
し
ま
し
た
。

各
市
町
村
か
ら
事
業
主
の
皆
さ
ま

へ
、
特
別
徴
収
義
務
者
の
指
定
に
関
す

る
お
知
ら
せ
や
今
後
の
手
続
き
に
必
要

な
書
類
な
ど
を
お
送
り
し
て
い
ま
す
の

で
、
確
認
の
上
、
手
続
き
を
お
願
い
し

ま
す
。

詳
し
く
は
、
役
場
税
務
課
課
税
係
、

ま
た
は
県
庁
税
務
課
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

役
場
税
務
課
課
税
係
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県
庁
税
務
課

☎
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９
‐
２
８
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‐
２
１
９
６

個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収

実
施
の
お
願
い

お知らせ

【
相
談
日
】　

　

月
〜
木
曜
日
（
祝
・
祭
日
を
除
く
）

【
相
談
時
間
】　

９
時
〜
15
時
30
分

【
相
談
内
容
】　

・
示
談
の
進
め
方
、
生
活
相
談

・
自
動
車
賠
償
責
任
保
険
な
ど
の
請
求

手
続
き

・
損
害
賠
償
額
の
計
算
方
法
な
ど

【
相
談
方
法
】　

　

面
接
・
電
話
・
郵
便
な
ど

　
（
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。）

　

県
交
通
事
故
相
談
所
鹿
屋
支
所

☎
０
９
９
４
‐
５
２
‐
２
０
８
９

交
通
事
故
で
お
悩
み
の
方
へ

お知らせ
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